
構造上一体
（第一号イ）

建築物全体を建築物の規模による構造計算（令第3章8節）
（令第137条の2第一号イ）

＊図中における符号（例：A1-ⅱ等）は不適格調書等の様式を示す。

耐
久
性
関
係
規
定
に
適
合
さ
せ
る
。

1/2以下
（第二号）

既存部分に構造耐
力上の危険性が増
大しない。
（第三号イ(2))

1/20以下かつ
50㎡以下
（第三号）

既存部：地震時について耐震診断（新耐震含む）
（H18告示第185号）
（H17告示第566号第三第一号ホ）

地震時以外について、建築物の規模による構造
計算（令第3章第8節）
（H17告示第566号第三第一号ハ（1））

地震時以外について許容応力度計算（令第52条
第1号～第3号）
（H17告示第566号第三第一号ホ）

EXP.Jで分離
（第二号イ）

1/2超
（第一号）

建築物全体（既存部分）について、耐力壁の釣り合い良い
配置等に適合させる。
（令第42条、43条、46条に適合させる。）
（H17告示第566号第三第一号ロ（2）.ハ（2））

････【法第20条第4号に掲げる木造建築物】

建築物全体を地震時について建築物の規模による構造計算
（令第3章8節）
（H17告示第566号第三第一号ロ（1））

構造上一体
（第二号イ）

EXP.Jで分離
（第一号ロ）

既存部：地震時について耐震診断（新耐震含む）
（H18告示第185号）
（H17告示第566号第二第一号ハ）

地震時以外について許容応力度計算（令第82条
第1号～第3号）
（H17告示第566号第二第一号ロ．ハ）
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増
築
の
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模

既存不適格建築物への増築について（構造関係：令第137条の2）

建
築
設
備
、

屋
根
葺
き
材
、

特
定
天
井
、

外
装
材
等
の

構
造
基
準
に
適
合
さ
せ
る

（

H
1
7
告
示
第
5
6
6
号
第
三
第
二
号
、

三
号
）

法第20条第4号建築
物（構造上一体・
分離とも）
（第二号ロ）

既存部：基礎の補強（H17告示第566号第四）
既存部：令第3章第3節に適合させる。（令第137条の2第2
号ロ）

既存部：地震時について既存部の規模による構造計算（令
第3章8節）
（H17告示第566号第二第一号ロ）

既存部：建築物の規模による構造計算（令第3章第8節）
（H17告示第566号第二第一号イ
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（

3
）

A1-ⅰ

A1-ⅱ

A1-ⅱ

A1-ⅲ
耐震診断

A1-ⅲ
新震診

A2

B


